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『高齢者虐待対応について』 
     ～虐待を見つけたらどうするの？～ 
 
 
                         ふくし＠ＪＭＩ 小 湊 純 一。 
 
～高齢者虐待とは～ 
 
 近年，高齢者の虐待について関心が高まっていますが，問題は十分に理解されているとは

言えません。多様な状態を包括する定義は「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律」により明文化されましたが，すべてを包括するものではありません。高

齢者の虐待には遂行（虐待）または放置（無視）があり，故意に苦痛を与えようとした場合

と介護者あるいは虐待者の不十分な知識，燃え尽き，怠惰から無意識に苦痛を与えてしまう

場合とがあります。 
 
 
１ 権利侵害の背景 
 
（１）障がい等により自分の権利を自分で守れない。 
（２）世話をする側とされる側の上下関係がある。 
（３）生活支援の場が密室になる。 
（４）認知症・高齢障害者の理解が不足している場合がある。 
（５）権利擁護・人権感覚の理解が不足している場合がある。 
（６）自分で情報を集めて選び判断することが難しい。 
（７）人には「相性」がある。 
（８）後見のシステムがまだ一般化していない。 
 
２ なぜ高齢者虐待？ 
 
（１）高齢者の身体障害，認知障害 
（２）高齢者が虐待者へ依存（介護，生活援助など） 
（３）虐待者が高齢者へ依存（特に経済的援助を受けるなど） 
（４）虐待者の精神的障害（薬物乱用や精神疾患の既往など） 
（５）家族の社会的孤立 



 
３ 高齢者虐待を把握する 
 
（１）家族や現在介護をしてもらっている者に対して恐れをいだいている 
（２）説明がつかない怪我，骨折，火傷がある。 
（３）放置，暴力等の虐待を受けている。 
（４）身体抑制を受けている。 
（５）財産が搾取されている。 
 
４ 高齢者虐待とは 
 
（１）身体的虐待 
（２）介護放棄（ネグレクト） 
（３）心理的虐待  
（４）性的虐待 
（５）経済的虐待 
 
  ※ 消費者被害  
 
５ 通報と緊急性の判断 
   
  緊急性があると判断した場合は，直ちに保護を行う必要があります。 
  生命の危険性，医療の必要性，加害者との分離の必要性，虐待の程度と高齢者の健康 
 状態，介護者の心身の状態等から総合的に判断します。 
 

『緊急性の判断』 
 
 ① 本人が保護救済を強く求めている。 
 ② 生命に危険な状態。（重度の火傷や外傷・褥そう，栄養失調，衰弱，脱水症状，肺炎 
   等）→ 医師に判断を依頼することが有効 
 ③ 生命に危険な行為が行われている。（頭部打撃，顔面打撃，首締め・揺さぶり，戸外 
   放置，溺れさせる等）  
 ④ 確認できないが，上記に該当する可能性が高い。 
 
 
 



～虐待を見つけたらどうする？～ 

 
（迷わず市町村に通報します。） 
第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は，当該高齢者 
 の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は，速やかに，これを市町村に通報しなけ 
 ればならない。 
２ 前項に定める場合のほか，養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見 
 した者は，速やかに，これを市町村に通報するよう努めなければならない。 
 
（発見したら，「個人情報保護法が…」とかって言ってる場合ではありません。） 
３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は，前二項の規定によ 
 る通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。 
 
（誰が通報したのか分からないようにして対応してくれます。） 
第八条 市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する 
 届出を受けた場合においては，当該通報又は届出を受けた市町村の職員は，その職務上知 
 り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 
 
 

～通報したら市町村はどうしてくれる？～ 

 
（まず，行って見て判断し，急いで対応してくれます。） 
第九条 市町村は，通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受 
 けたときは，速やかに，当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確 
 認のための措置を講ずるとともに，当該市町村と連携協力する者とその対応について協 
 議を行うものとする。 
２ 市町村又は市町村長は，通報又は届出があった場合には，当該通報又は届出に係る高齢 
 者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう，養護 
 者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認め 
 られる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法に規定する老人短期入所施設等 
 に入所させる等，適切に措置を講じ，又は，適切に審判の請求をするものとする。 
 
（安全な部屋を確保してくれます。） 
第十条 市町村は，養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法の規定に 



 よる措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。 
 
（立入調査をしてくれます。） 
第十一条 市町村長は，養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危 
 険が生じているおそれがあると認めるときは，介護保険法の規定により設置する地域包 
 括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして，当該 
 高齢者の住所又は居所に立ち入り，必要な調査又は質問をさせることができる。 
２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては，当該職員は，その身 
 分を示す証明書を携帯し，関係者の請求があるときは，これを提示しなければならない。 
３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は，犯罪捜査のために認めら 
 れたものと解釈してはならない。 
 
（面会を制限してくれます。） 
第十三条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法の措置が採られた 
 場合においては，市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は，養護者による高齢者虐 
 待の防止及び当該高齢者の保護の観点から，当該養護者による高齢者虐待を行った養護 
 者について当該高齢者との面会を制限することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
～高齢者虐待の例～ 
 

『Ｂ子さん８７才』 
 
（概要） 
 長男の本人に対する暴言が頻回で，精神的ストレスが大きい。また，本人の年金（月７万

円）で３人が生活している状況で経済的に困窮している。 
 長男は会社員として仕事をしていたが，５０代でリストラによる解雇がきっかけで飲酒

の量が増え，酒量のコントロールが出来なくなってきた。長男の妻も仕事をしておらず全く

収入がなくなり，長男夫婦の貯金や保険を解約しながら，また本人も生活費の一部を払って

生活をしていたが，徐々に金銭的に困窮し家を担保にして長男夫婦は銀行等からお金を借

りる。 
 それでも長男は飲酒を続け，暴言や暴行行為あり。その為長男の妻や孫２人（長男・次男）

がうつ病を発症し治療を受けるようになった。長男の妻は，生活態度を改めようとしない長

男に愛想をつかし，Ｈ２０年離婚。本人の年金１月７万弱で生活費を賄う生活が始まる。そ

の後は本人・長男の２人暮らしであったが，県外に住んでいた孫（長男の長男）が帰省し３

人暮らしとなる。 
 長男は，相変わらず毎日時間に関係なく飲酒し続け，本人に対して昼夜問わず暴言を吐く。

過度の飲酒により糖尿病が悪化し，低血糖症状が頻回にあり何度も救急車で病院へ搬送さ

れている。また，「ババアを今から殺すところだ」と長男が直接警察に電話をしたり，酔っ

て道路で寝ているところを保護されたりしている。長男の年金は２ヶ月で３万５千円ある

が，全て酒代になっている。 
 また，本人は今でも，離婚した長男の妻や孫からお金の請求をされる事がある。本人は精

神的なストレスが強く，ここ２年間で虚血性大腸炎や体調不良にて入退院をしている。 
 
 
 
 

どうしますか…？ 
 
 
 
 
 
 



高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 
 
（目的） 
第一条 この法律は，高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり，高齢者の尊厳の保持にとっ 
 て高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ，高齢者虐 
 待の防止等に関する国等の責務，高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置， 
 養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資  
 する支援（以下「養護者に対する支援」という。）のための措置等を定めることにより， 
 高齢者虐待の防止，養護者に対する支援等に関する施策を促進し，もって高齢者の権利利 
 益の擁護に資することを目的とする。 
 
（定義） 
第二条 この法律において「高齢者」とは，六十五歳以上の者をいう。 
２ この法律において「養護者」とは，高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者   
 等以外のものをいう。 
３ この法律において「高齢者虐待」とは，養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者 
 等による高齢者虐待をいう。 
４ この法律において「養護者による高齢者虐待」とは，次のいずれかに該当する行為をい 
 う。 
 一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 
  イ 高齢者の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること。 
  ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置，養護者以外の同居人に 
   よるイ，ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 
  ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理 
   的外傷を与える言動を行うこと。 
  ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせるこ 
   と。 
 二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢 
  者から不当に財産上の利益を得ること。 
５ この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは，次のいずれかに該当 
 する行為をいう。 
 一 老人福祉法に規定する老人福祉施設若しくは有料老人ホーム又は介護保険法に規定 
  する地域密着型介護老人福祉施設，介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養型 
  医療施設若しくは地域包括支援センター（以下「養介護施設」という。）の業務に従事 
  する者が，当該養介護施設に入所し，その他当該養介護施設を利用する高齢者について 
  行う次に掲げる行為 



  イ 高齢者の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること。 
  ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護す  
   べき職務上の義務を著しく怠ること。 
  ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理 
   的外傷を与える言動を行うこと。 
  ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせるこ 
   と。 
  ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を 
   得ること。 
 二 老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法に規定する居宅サービ 
  ス事業，地域密着型サービス事業，居宅介護支援事業，介護予防サービス事業，地域密 
  着型介護予防サービス事業若しくは介護予防支援事業（以下「養介護事業」という。） 
  において業務に従事する者が，当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者 
  について行う前号イからホまでに掲げる行為 
 
（国及び地方公共団体の責務等） 
第三条 国及び地方公共団体は，高齢者虐待の防止，高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ  
 適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため，関係省庁相互間その他関係機関 
 及び民間団体の間の連携の強化，民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなけれ 
 ばならない。 
２ 国及び地方公共団体は，高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並び 
 に養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう，これらの職務に携わ 
 る専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため，関係機関の職員の研修等必要な措置 
 を講ずるよう努めなければならない。 
３ 国及び地方公共団体は，高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資 
 するため，高齢者虐待に係る通報義務，人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広 
 報その他の啓発活動を行うものとする。 
 
（国民の責務） 
第四条 国民は，高齢者虐待の防止，養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深める 
 とともに，国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止，養護者に対する支援等のため 
 の施策に協力するよう努めなければならない。 
 
（高齢者虐待の早期発見等） 
第五条 養介護施設，病院，保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護 
 施設従事者等，医師，保健師，弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は，高齢 



 者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し，高齢者虐待の早期発見に努めなければ 
 ならない。 
２ 前項に規定する者は，国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活 
 動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければなら 
 ない。 
 
第二章 養護者による高齢者虐待の防止，養護者に対する支援等 
 
（相談，指導及び助言） 
第六条 市町村は，養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた 
 高齢者の保護のため，高齢者及び養護者に対して，相談，指導及び助言を行うものとする。 
 
（養護者による高齢者虐待に係る通報等） 
第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は，当該高齢者 
 の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は，速やかに，これを市町村に通報しなけ 
 ればならない。 
２ 前項に定める場合のほか，養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見 
 した者は，速やかに，これを市町村に通報するよう努めなければならない。 
３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は，前二項の規定によ 
 る通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。 
 
第八条 市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する 
 届出を受けた場合においては，当該通報又は届出を受けた市町村の職員は，その職務上知 
 り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 
 
（通報等を受けた場合の措置） 
第九条 市町村は，通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受 
 けたときは，速やかに，当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確 
 認のための措置を講ずるとともに，当該市町村と連携協力する者とその対応について協 
 議を行うものとする。 
２ 市町村又は市町村長は，通報又は届出があった場合には，当該通報又は届出に係る高齢 
 者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう，養護 
 者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認め 
 られる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法に規定する老人短期入所施設等 
 に入所させる等，適切に措置を講じ，又は，適切に審判の請求をするものとする。 
 



（居室の確保） 
第十条 市町村は，養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法の規定に 
 よる措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。 
 
（立入調査） 
第十一条 市町村長は，養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危 
 険が生じているおそれがあると認めるときは，介護保険法の規定により設置する地域包 
 括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして，当該 
 高齢者の住所又は居所に立ち入り，必要な調査又は質問をさせることができる。 
２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては，当該職員は，その身 
 分を示す証明書を携帯し，関係者の請求があるときは，これを提示しなければならない。 
３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は，犯罪捜査のために認めら 
 れたものと解釈してはならない。 
 
（警察署長に対する援助要請等） 
第十二条 市町村長は，前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとす 
 る場合において，これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは，当該高齢者の住 
 所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。 
２ 市町村長は，高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から，必要に応じ 
 適切に，前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 
３ 警察署長は，第一項の規定による援助の求めを受けた場合において，高齢者の生命又は 
 身体の安全を確保するため必要と認めるときは，速やかに，所属の警察官に，同項の職務 
 の執行を援助するために必要な警察官職務執行法その他の法令の定めるところによる措 
 置を講じさせるよう努めなければならない。 
 
（面会の制限） 
第十三条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法の措置が採られた 
 場合においては，市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は，養護者による高齢者虐 
 待の防止及び当該高齢者の保護の観点から，当該養護者による高齢者虐待を行った養護 
 者について当該高齢者との面会を制限することができる。 
 
（養護者の支援） 
第十四条 市町村は，第六条に規定するもののほか，養護者の負担の軽減のため，養護者に 
 対する相談，指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。 
２ 市町村は，前項の措置として，養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図 
 るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる 



 居室を確保するための措置を講ずるものとする。 
 
（専門的に従事する職員の確保） 
第十五条 市町村は，養護者による高齢者虐待の防止，養護者による高齢者虐待を受けた高 
 齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために，これらの事務に専門的に 
 従事する職員を確保するよう努めなければならない。 
 
（連携協力体制） 
第十六条 市町村は，養護者による高齢者虐待の防止，養護者による高齢者虐待を受けた高 
 齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため，老人福祉法に規定する老人 
 介護支援センター，介護保険法項の規定により設置された地域包括支援センターその他 
 関係機関，民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。この場合において， 
 養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう，特に配慮しなけ 
 ればならない。 
 
（事務の委託） 
第十七条 市町村は，高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに，相談，指導及 
 び助言，通報又は届出の受理，高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係る事実の確認 
 のための措置並びに養護者の負担の軽減のための措置に関する事務の全部又は一部を委 
 託することができる。 
２ 前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員 
 又はこれらの者であった者は，正当な理由なしに，その委託を受けた事務に関して知り得 
 た秘密を漏らしてはならない。 
３ 通報又は届出の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応協力者が通報又は届 
 出を受けた場合には，当該通報又は届出を受けた高齢者虐待対応協力者又はその役員若 
 しくは職員は，その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させ 
 ものを漏らしてはならない。 
 
（周知） 
第十八条 市町村は，養護者による高齢者虐待の防止，通報又は届出の受理，養護者による 
 高齢者虐待を受けた高齢者の保護，養護者に対する支援等に関する事務についての窓口 
 となる部局及び高齢者虐待対応協力者の名称を明示すること等により，当該部局及び高 
 齢者虐待対応協力者を周知させなければならない。 
 
（都道府県の援助等） 
第十九条 都道府県は，この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し，市町村相互間 



 の連絡調整，市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。 
２ 都道府県は，この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要 
 があると認めるときは，市町村に対し，必要な助言を行うことができる。 
 
第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等 
 
（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置） 
第二十条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は，養介護施設従事者等の研修の 
 実施，当該養介護施設に入所し，その他当該養介護施設を利用し，又は当該養介護事業に 
 係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他 
 の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。 
 
（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等） 
第二十一条 養介護施設従事者等は，当該養介護施設従事者等がその業務に従事している 
 養介護施設又は養介護事業において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐 
 待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は，速やかに，これを市町村に通報しなけれ 
 ばならない。 
２ 前項に定める場合のほか，養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる 
 高齢者を発見した者は，当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は，速 
 やかに，これを市町村に通報しなければならない。 
３ 前二項に定める場合のほか，養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われ 
 る高齢者を発見した者は，速やかに，これを市町村に通報するよう努めなければならない。 
４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は，その旨を市町村に届け出る 
 ことができる。 
５ 第十八条の規定は，第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届 
 出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。 
６ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は，第一項から第三項 
 までの規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。） 
 をすることを妨げるものと解釈してはならない。 
７ 養介護施設従事者等は，第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由と 
 して，解雇その他不利益な取扱いを受けない。 
 
第二十二条 市町村は，通報又は届出を受けたときは，当該通報又は届出に係る養介護施設 
 従事者等による高齢者虐待に関する事項を，当該養介護施設従事者等による高齢者虐待 
 に係る養介護施設又は当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事 
 業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。 



２ 前項の規定は，地方自治法の指定都市及び中核市については，厚生労働省令で定める場 
 合を除き，適用しない。 
 
第二十三条 市町村が通報又は届出を受けた場合においては，当該通報又は届出を受けた 
 市町村の職員は，その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定さ 
 せるものを漏らしてはならない。都道府県が報告を受けた場合における当該報告を受け 
 た都道府県の職員についても，同様とする。 
 
（通報等を受けた場合の措置） 
第二十四条 市町村が通報若しくは届出を受け，又は都道府県が報告を受けたときは，市町 
 村長又は都道府県知事は，養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保するこ 
 とにより，当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐 
 待の防止及び当該高齢者の保護を図るため，老人福祉法又は介護保険法の規定による権 
 限を適切に行使するものとする。 
 
（財産上の不当取引による被害の防止等） 
第二十七条 市町村は，養護者，高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財 
 産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引による高齢者の被害について，相談に応じ，若 
 しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し，又は高齢者虐 
 待対応協力者に，財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の 
 紹介の実施を委託するものとする。 
２ 市町村長は，財産上の不当取引の被害を受け，又は受けるおそれのある高齢者について， 
 適切に，老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。 
 
（成年後見制度の利用促進） 
第二十八条 国及び地方公共団体は，高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の 
 保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため，成年後見 
 制度の周知のための措置，成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等 
 を講ずることにより，成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。 
 
第五章 罰則 
 
第二十九条 第十七条第二項の規定に違反した者は，一年以下の懲役又は百万円以下の罰 
 金に処する。 
 
第三十条 正当な理由がなく，立入調査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，又は同項の規定に 



 よる質問に対して答弁をせず，若しくは虚偽の答弁をし，若しくは高齢者に答弁をさせず， 
 若しくは虚偽の答弁をさせた者は，三十万円以下の罰金に処する。 
 
（検討） 
２ 高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対す 
 る虐待の防止等のための制度については，速やかに検討が加えられ，その結果に基づいて 
 必要な措置が講ぜられるものとする。 
３ 高齢者虐待の防止，養護者に対する支援等のための制度については，この法律の施行後 
 三年を目途として，この法律の施行状況等を勘案し，検討が加えられ，その結果に基づい 
 て必要な措置が講ぜられるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



『相談支援をする人，制度』等 
 
（民生委員） 
 
第一条 民生委員は，社会奉仕の精神をもつて，常に住民の立場に立つて相談に応じ，及び 
 必要な援助を行い，もつて社会福祉の増進に努めるものとする。 
 
第二条 民生委員は，常に，人格識見の向上と，その職務を行う上に必要な知識及び技術の 
 修得に努めなければならない。 
 
第十四条 民生委員の職務は，次のとおりとする。 
 一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。 
 二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる 
  ように生活に関する相談に応じ，助言その他の援助を行うこと。 
 三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その 
  他の援助を行うこと。 
 四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接 
  に連携し，その事業又は活動を支援すること。 
 五 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。 
２ 民生委員は，前項の職務を行うほか，必要に応じて，住民の福祉の増進を図るための活 
 動を行う。 
 
（児童委員） 
 
第十七条 児童委員は，次に掲げる職務を行う。 
 一 児童及び妊産婦につき，その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこ 
  と。 
 二 児童及び妊産婦につき，その保護，保健その他福祉に関し，サービスを適切に利用す 
  るために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。 
 三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな 
  育成に関する活動を行う者と密接に連携し，その事業又は活動を支援すること。 
 四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。  
 五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。 
 六 前各号に掲げるもののほか，必要に応じて，児童及び妊産婦の福祉の増進を図るため 
  の活動を行うこと。 



２ 主任児童委員は，前項各号に掲げる児童委員の職務について，児童の福祉に関する機関 
 と児童委員（主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。）との連絡調整を 
 行うとともに，児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。 
３ 前項の規定は，主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げ 
 るものではない。 
４ 児童委員は，その職務に関し，都道府県知事の指揮監督を受ける。 
 
第十八条 市町村長は，前条第一項又は第二項に規定する事項に関し，児童委員に必要な状 
 況の通報及び資料の提供を求め，並びに必要な指示をすることができる。 
２ 児童委員は，その担当区域内における児童又は妊産婦に関し，必要な事項につき，その 
 担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し，併せて意見を述 べ 
 なければならない。 
３ 児童委員が，児童相談所長に前項の通知をするときは，緊急の必要があると認める場合 
 を除き，市町村長を経由するものとする。 
４ 児童相談所長は，その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。 
  
 
（地域包括支援センター） 
 
１ 地域包括支援センターの機能 
 
（１）地域のネットワーク構築機能 
   関連機関と連携しながら地域におけるフォーマルおよびインフォーマルな社会資源 
  を網のように相互につなげること。このような地域の人々のつながりは，住民への情報 
  提供， 住民のニーズの発見，住民による支援，専門職の連携などを可能にします。 
 
（２）ワンストップサービス窓口機能 
   どのようなサービスを利用してよいかわからない住民に対して，１か所で相談から 
  サービスの調整に至る機能を発揮する，いわばワンストップサービスの拠点として機 
  能すること。 
 
（３）権利擁護機能 
   高齢者に本人が有する権利を理解してもらうとともに，権利侵害の予防・発見，権利 
  保障に向けた対応をすること。 
 
（４）介護支援専門員支援機能 



 
（５）地域の介護支援専門員が包括的・継続的ケアマネジメントを実践できるように，直接 
   的または間接的に支援すること。 
 
（６）地域支援事業 
  ① 介護予防ケアマネジメント事業 
    介護予防ケアマネジメント事業は，二次予防事業の対象者（主として要介護状態等 
   となるおそれの高い状態にあると認められ 65 歳以上の者）が要介護状態等になるこ 
   とを予防するため，その心身の状況等に応じて，対象者自らの選択に基づき，介護予 
   防事業その他の適切な事業が包 括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行 
   もの。 
  ② 総合相談・支援事業 
    総合相談・支援事業は，地域の高齢者が，住み慣れた地域で安心してその人らしい 
   生活を継続していくことができるようにするため，どのような支援が必要かを把握 
   し，地域における適切な サービス，関係機関および制度の利用につなげる等の支援 
   を行うもの。業務内容としては，総合相談，地域包括支援ネットワーク構築，実態把 
   握など。 
  ③ 権利擁護事業 
    権利侵害を受けている，または受ける可能性が高いと考えられる高齢者が，地域で 
   安心して尊厳のある生活を行うことができるよう，権利侵害の予防や対応を専門的 
   に行うもの。事業内容としては，高齢者虐待の防止および対応，消費者被害の防止お 
   よび対応，判断能力を欠く常況にある人への支援など。 
  ④ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 
    包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は，地域の高齢者が住み慣れた地域で暮 
   らすことができるよう，個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマ 
   ネジメントを介護支援 専門員が実践することができるように地域の基盤を整える 
   とともに個々の介護支援専門員へのサポートを行う。 
 
２ 平成２７年度からの地域包括支援センター事業 
 
（１）機能強化 
 
（２）在宅医療介護連携推進 
   在宅医療・介護連携支援センター 
 
（３）認知症総合支援 



  ・初期集中支援チーム 
  ・地域支援推進委員 
 
（４）地域ケア会議 
 
（５）生活支援体制整備 
  ・生活支援コーディネーター 
  ・協議体 
 
（６）介護予防ケアマネジメント 
  ・介護予防・日常生活支援総合事業 
 
（地域生活定着支援センター） 
 
「相談支援業務」 
 懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け，又は保護処分を受けた後，矯正施設から退所した 
者の福祉サービス等の利用に関して，本人又はその関係者からの相談に応じて，助言その 
他必要な支援を行うこと。 
 
（市町村社会福祉協議会） 
 
 市町村社会福祉協議会は，次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ること 
を目的とする団体であつて，その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者 
及び社会福祉に関する活動を行う者が参加するもの。 
 一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 
 二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 
 三 社会福祉を目的とする事業に関する調査，普及，宣伝，連絡，調整及び助成 
 四 ほか，社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 
   社会福祉協議会は，それぞれの都道府県，市区町村で，地域に暮らす皆様のほか，民 
  生委員・児童委員，社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者，保健・医療・教 
  育など関係機関の参加・協力のもと，地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活す 
  ることのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなってい 
  ます。 
   たとえば，各種の福祉サービスや相談活動，ボランティアや市民活動の支援，共同募  
  金 運動への協力など，全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで，さまざま 
  な場面 で地域の福祉増進に取り組んでいます。 



 
（福祉活動専門員）  
 
 市区町村社会福祉協議会に設置される職員で，民間社会福祉活動の推進方策の調査，企画， 
連絡調整，広報，指導，その他実践活動の推進に従事します。 
 
（コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）） 
 
  コミュニティソーシャルワークとは，コミュニティに焦点をあてた社会福祉活動・業務 
の進め方で，地域において，支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等環境面を重視し 
た援助を行うとともに，地域を基盤とする支援活動を発見して支援を必要とする人に結び 
つけたり，新たなサービスを開発したり，公的制度との関係を調整したりすることをめざ 
すものです。コミュニティソーシャルワーカーとは，このコミュニティソーシャルワーク 
を行う者のことです。 
 
（都道府県社会福祉協議会） 
 
第百十条都道府県社会福祉協議会は，都道府県の区域内において次に掲げる事業を行う こ 
 とにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて，その区域内における 市 
 町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半  
 数が参加するものとする。 
 一 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うこと  
  が適切なもの 
 二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 
 三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言 
 四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整 
 
（公的扶助（生活保護）） 
 
 生活保護制度は，生活に困窮する方に対し，その困窮の程度に応じて必要な保護を行い， 
健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに，自立を助長することを目的としてい 
ます。 
 
（保健師） 
 
 市町村保健師は乳幼児や妊婦，成人，高齢者，障害者など幅広い年齢層を対象とし，市 町



村保健センターなどで住民に身近な保健・福祉・サービスを担っている。虐待や男女共 同
参画，職員へのメンタルヘルス教育など幅広い活動が行われており，保健・医療・福祉 の
橋渡し的な役割を担う。 
 
（介護支援専門員（ケアマネジャー）） 
 
１ 要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居宅において，そ  
 の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるもの  
 でなければならない。 
２ 指定居宅介護支援の事業は，利用者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて，  
 利用者の選択に基づき，適切な保健医療サービス及び福祉サービスが，多様な事業者か  
 ら，総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 
３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供に当たっては，利用者の意思及  
 び人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，利用者に提供される指定居宅サービス等  
 が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう，公正中立  
 に行われなければならない。 
４ 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営に当たっては，市町村，地域包括支援センタ ー， 
 老人介護支援センター，他の指定居宅介護支援事業者，指定介護予防支援事業者， 介護 
 保険施設等との連携に努めなければならない。 
 
（地域包括ケア） 
 
 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に，重度な要介護状態となっても住み 
慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう，住まい・医療・ 
介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していき 
ます。 
 今後，認知症高齢者の増加が見込まれることから，認知症高齢者の地域での生活を支え 
るためにも，地域包括ケアシステムの構築が重要です。 
 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部，７５歳以上人口の増加は緩やかだ 
が人口は減少する町村部等，高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。 地域包

括ケアシステムは，保険者である市町村や都道府県が，地域の自主性や主体性に基 
づき，地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。 
 
（成年後見制度） 
 
１ 成年後見制度とは 成年後見制度とは，痴呆症や知的障害，精神障害などで判断能力が 



 不十分になった人の社会生活を支援する仕組みです（平成１２年度～）。 従前から禁治産 
 制度というものがありましたが，この制度は 100 年も前に作られたも 
 ので，本人の権利をすべて剥奪するという内容のものでした。 判断能力が衰えてきても， 
 そのことで人間の尊厳が損なわれるわけではありません。 
  そこで，本人に残っている能力を最大限に活かし，不足している部分を補うという形  
 で，本人を保護・支援していくべきとの思想の下で作られたのが，新しい成年後見制度 
 です。 
２ 成年後見制度の基本的な考え方 人は，社会生活を営むとき，意識するとしないにかか 
 わらず，様々な契約をしています。買い物をするときの売買契約，お金を借りるときの金 
 銭消費貸借契約，銀行に預金するときの契約，介護サービスをうけるときの契約，施設 
 入所のときの契約などなど。そのとき，判断能力が衰えたことで不利な契約を結んでし 
 まわないように，その人に合った安全な契約ができるように，その手伝いをする者を付 
 ける。これが成年後見制度の 基本的な考え方です。その手伝いをする人を後見人といい， 
 本人と一緒に契約に問題が ないかを判断したり，間違って結んでしまった契約を取り消 
 したり，本人の代わりに契 約を行ったりします。 
  今注目されている介護護保険制度が，身体的能力が不十分になった場合の社会的支援  
 の仕組みであるのに対し，成年後見制度は精神的能力が衰えた場合に，これを支えると  
 いうもので，両者は車の両輪のように互いに必要なものされています。 
３ 成年後見制度に関する諸外国の取り組み社会の高齢化現象が早くからはじまってい 
 た欧米諸国では以前から，成年後見制度の研究と採用が進められてきました。遅くても  
 1990 年代前半には，ある程度の法改正を終えています。イギリスの持続的代理権授与 
 法，ドイツの成年者世話法，カナダの代行 決定法，アメリカの統一後見手続法などが有 
 名で，システムなどは国により異なりますが，基本理念はノーマライゼーション（ハン 
 デイキャップのある人を社会から隔離したり，特別扱いしたりするのではなく，人間らし 
 く普通の生活ができるように支援すること）を目指し，自己決定権（自分のことは自分で 
 決めるという人間の尊厳にかかわる権利）を尊重し，残存能力を最大限活かして，判断能 
 力が不足している人々を支えていこうとするものである点で共通しています。 
  イギリスでは判断能力がなくなる前に，あらかじめ契約で財産の管理を任せる権限を 
与えることができるという仕組みを作り，現在の任意後見制度の基になりました。またドイ

ツでは，裁判手続きの中に本人の意思や能力を確認，見直す仕組みを取り入れて，また身寄

りがなく親類や身近な人の中に後見人となる人がいない場合に，後見人を紹介する世話人

協会というシステムを作り出しました。 
 わが国では，遅れて高齢化時代を迎えたものの，現在では，世界のどの国も体験したこと

のない速さで超高齢社会へ移行しつつあります。制度や仕組みが，現実の社会の変化に対応

しきれないという状況下で，より良い未来を築くために国民一人一人の取り組みも待望さ

れています。 



 
生活困窮者自立支援法（一部抜粋） 
 
   第一章 総則  
（目的） 
第一条 この法律は，生活困窮者自立相談支援事業の実施，生活困窮者住居確保給付金の 
 支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより，生活困 
 窮者の自立の促進を図ることを目的とする。  
 
（定義） 
第二条 この法律において「生活困窮者」とは，現に経済的に困窮し，最低限度の生活を 
 維持することができなくなるおそれのある者をいう。  
２ この法律において「生活困窮者自立相談支援事業」とは，次に掲げる事業をいう。  
 一 就労の支援その他の自立に関する問題につき，生活困窮者からの相談に応じ，必要 
  な情報の提供及び助言を行う事業  
 二 生活困窮者に対し，認定生活困窮者就労訓練事業の利用についてのあっせんを行う 
  事業  
 三 生活困窮者に対し，当該生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働  
  省令で定める事項を記載した計画の作成その他の生活困窮者の自立の促進を図るため 
  の支援が一体的かつ計画的に行われるための援助として厚生労働省令で定めるものを 
  行う事業  
３ この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは，生活困窮者のうち離職又はこ 
 れに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し，居住する住宅 
 の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い，又は現に賃借して居住する住 
 宅の家賃を支払うことが困難となったものであって，就職を容易にするため住居を確保 
 する必要があると認められるものに対し支給する給付金をいう。  
４ この法律において「生活困窮者就労準備支援事業」とは，雇用による就業が著しく困 
 難な生活困窮者に対し，厚生労働省令で定める期間にわたり，就労に必要な知識及び能 
 力の向上のために必要な訓練を行う事業をいう。  
５ この法律において「生活困窮者一時生活支援事業」とは，一定の住居を持たない生活 
 困窮者に対し，厚生労働省令で定める期間にわたり，宿泊場所の供与，食事の提供その 
 他当該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便 
 宜を供与する事業をいう。  
６ この法律において「生活困窮者家計相談支援事業」とは，生活困窮者の家計に関する 
 問題につき，生活困窮者からの相談に応じ，必要な情報の提供及び助言を行い，併せて 
 支出の節約に関する指導その他家計に関する継続的な指導及び生活に必要な資金の貸付 



 けのあっせんを行う事業をいう。  
 
（市及び福祉事務所を設置する町村等の責務） 
第三条 市及び福祉事務所は，この法律の実施に関し，公共職業安定所その他の職業安定 
 機関，教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ，適切に生活困窮者自立相 
 談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。  
２ 都道府県は，この法律の実施に関し，次に掲げる責務を有する。  
 一 市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給並 
  びに生活困窮者就労準備支援事業，生活困窮者一時生活支援事業，生活困窮者家計相 
  談支援事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に 
  行われるよう，市等に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行うこと。  
 二 関係機関との緊密な連携を図りつつ，適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活 
  困窮者住居確保給付金の支給を行うこと。  
３ 国は，都道府県及び市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保 
 給付金の支給並びに生活困窮者就労準備支援事業，生活困窮者一時生活支援事業，生活 
 困窮者家計相談支援事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正 
 かつ円滑に行われるよう，都道府県等に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を 
 行わなければならない。  
 
   第二章 都道府県等による支援の実施  
 
（生活困窮者自立相談支援事業） 
第四条 都道府県等は，生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。  
２ 都道府県等は，生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等 
 以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。  
３ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であ 
 った者は，その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  
 
 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（一部抜粋） 
 
   第一章 総則  
 
（目的）  
第一条 この法律は，障害者基本法の基本的な理念にのっとり，身体障害者福祉法，知的 
 障害者福祉法，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律，児童福祉法その他障害者及 



 び障害児の福祉に関する法律と相まって，障害者及び障害児が基本的人権を享有する個 
 人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう，必要な障 
 害福祉サービスに係る給付，地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い，もって障 
 害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに，障害の有無にかかわらず国民が相互に人 
 格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的と 
 する。  
 
（基本理念）  
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は，全ての国民 
 が，障害の有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として 
 尊重されるものであるとの理念にのっとり，全ての国民が，障害の有無によって分け隔 
 てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため， 
 全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会 
 生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びど 
 こで誰と生活するかについての選択の機会が確保され，地域社会において他の人々と共 
 生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活 
 を営む上で障壁となるような社会における事物，制度，慣行，観念その他一切のものの 
 除去に資することを旨として，総合的かつ計画的に行わなければならない。  
 
地域生活支援事業  

 

（市町村の地域生活支援事業）  

第七十七条  市町村は，厚生労働省令で定めるところにより，地域生活支援事業として， 

 次に掲げる事業を行うものとする。  

 一  障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び 

  啓発を行う事業  

 二  障害者等，障害者等の家族，地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立し 

  た日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行 

  う事業  

 三  障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ，自立した日常生活又 

  は社会生活を営むことができるよう，地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につ 

  き，障害者等，障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ，必要な 

  情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに，障害者 

  等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害 

  者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業（次号に掲げるものを除く。）  

 四  障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると  



  認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成 

  年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき，当該費用のうち厚生労働省 

  令で定める費用を支給する事業  

 五  障害者に係る民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する後見，保佐及び補助 

  の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業  

 六  聴覚，言語機能，音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障 

  害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき，意思疎通支援（手話そ  

  の他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援す 

  ることをいう。以下同じ。）を行う者の派遣，日常生活上の便宜を図るための用具であ 

  って厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を 

  供与する事業  

 七  意思疎通支援を行う者を養成する事業  

 八  移動支援事業  

 九  障害者等につき，地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わ 

  せ，創作的活動又は生産活動の機会の提供，社会との交流の促進その他の厚生労働省令 

   で定める便宜を供与する事業  

２  都道府県は，市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情 

 を勘案して，関係市町村の意見を聴いて，当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の  

 一部を行うことができる。  

３  市町村は，第一項各号に掲げる事業のほか，現に住居を求めている障害者につき低額 

 な料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ，日 

 常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活 

 を営むために必要な事業を行うことができる。  

（基幹相談支援センター）  

第七十七条の二  基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的な役割を担う 

 機関として，前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法，知的障 

 害者福祉法並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する業務を総合的に 

 行うことを目的とする施設とする。  

２  市町村は，基幹相談支援センターを設置することができる。  

３  市町村は，一般相談支援事業を行う者その他の厚生労働省令で定める者に対し，第一 

 項の事業及び業務の実施を委託することができる。  

４  前項の委託を受けた者は，第一項の事業及び業務を実施するため，厚生労働省令で定 

 めるところにより，あらかじめ，厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て，基幹 

 相談支援センターを設置することができる。  

５  基幹相談支援センターを設置する者は，第一項の事業及び業務の効果的な実施のため 

 に，指定障害福祉サービス事業者等，医療機関，民生委員法（昭和二十三年法律第百九十 



 八号）に定める民生委員，身体障害者福祉法第十二条の三第一項又は第二項の規定により 

 委託を受けた身体障害者相談員，知的障害者福祉法第十五条の二第一項又は第二項の規 

 定により委託を受けた知的障害者相談員，意思疎通支援を行う者を養成し，又は派遣する 

 事業の関係者その他の関係者との連携に努めなければならない。  

６  第三項の規定により委託を受けて第一項の事業及び業務を実施するため基幹相談支 

 援センターを設置する者（その者が法人である場合にあっては，その役員）若しくはその 

 職員又はこれらの職にあった者は，正当な理由なしに，その業務に関して知り得た秘密を  

 漏らしてはならない。  

（都道府県の地域生活支援事業）  

第七十八条  都道府県は，厚生労働省令で定めるところにより，地域生活支援事業として， 

 第七十七条第一項第三号，第六号及び第七号に掲げる事業のうち，特に専門性の高い相談 

 支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し，又は派遣する事 

 業，意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他の広域的な対応 

 が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。  

２  都道府県は，前項に定めるもののほか，障害福祉サービス又は相談支援の質の向上の 

 ために障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指 

 導を行う者を育成する事業その他障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため 

 に必要な事業を行うことができる。 

 
 


